
   (総則)

　 (業務の予定量)

（４）主要な建設事業

　 (収益的収入及び支出)

第３条　予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　出 （単位：千円）

897,813

　 第２項 営 業 外 費 用 69,027 7,500

　 第１項 営 業 費 用 889,913 7,900

項 目 既　 決 　予　 定 　量 補 正 予 定 量 計

下水道改良事業　 177,658 千円 △22,000 千円 155,658 千円

下水道建設事業 　152,390 千円 △23,000 千円 129,390 千円

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

 第１款 下 水 道 事 業 費 用 959,040 974,44015,400

76,527

　　　　令和５年度音更町下水道事業会計補正予算（第２号）

第１条　令和５年度音更町下水道事業会計の補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。

第２条　令和５年度音更町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

－ 1 －



　 (資本的収入及び支出)

第４条　予算第４条括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 481,388千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,233

　千円、当年度分損益勘定留保資金 312,105千円及び当年度利益剰余金処分額 149,050千円で補てんするものとする｡)に改め、資本的収入及び支出の予定

　額を次のとおり補正する。

収　入 （単位：千円）

支　出

　 (企業債)

第５条　予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

　　　　　　　（単位：千円）

　限　度　額 　限　度　額

　限　度　額 　限　度　額

　限　度　額 　限　度　額

　限　度　額 　限　度　額

　 第１項 建 設 改 良 費 330,048

138,700

22,700

　公共下水道事業 165,000

変　　更　　前 変　　更　　後

　下水道事業債（特別措置分） 22,500

10,324

起　　債　　の　　目　　的

科 目

 第１款 資 本 的 支 出

285,048

949,560 △ 68,000 881,560

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

1,500 11,824

19,300　 第５項

△ 45,000

工 事 補 償 金 19,700 △ 400

 第１款

　 第１項 企 業 債

　 第３項 国 庫 補 助 金 107,800 △ 17,400

242,600 △ 32,700

　 第４項 分 担 金 及 び 負 担 金

209,900

　資本費平準化債 9,500 23,600

　十勝川流域下水道事業 45,100 24,800

　 第２項 固 定 資 産 取 得 費 55,396 △ 23,000 32,396

資 本 的 収 入 449,172 △ 49,000 400,172

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

90,400

－ 2 －



　 (利益剰余金の処分)

第６条　予算第１１条に定めた金額を次のとおり補正する。

（単位：千円）

167,390 △ 18,340 149,050（１）減債積立金

項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

－ 3 －


